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 神奈川県内広域水道企業団人事行政の運営等の状況の公表に関する条例 

（平成１７年神奈川県内広域水道企業団条例第５号）第２条の規定に基づき、人

事行政の運営等の状況について、次のとおり公表する。 

 

  令和４年３月３１日  

                      神奈川県内広域水道企業団 

                       企業長 黒 川 雅 夫 

 

神奈川県内広域水道企業団人事行政の運営等の状況 

 

１ 職員の任免及び職員数に関する状況 

 

（１）職員の総数 

   条例上の定数と正規職員数は、次のとおりです。 

                              （各年４月１日現在） 

 令和２年 令和３年 

条例定数 400 400 

正規職員数 353 

 

361 

  （注）特別職、臨時的任用職員及び会計年度任用職員は除き、併任職員及び再任用職員を

含みます。 

 

（２）職員の採用及び退職の状況 

   新規採用及び退職の職員数は、次のとおりです。 

退 職（令和２年度） 
新規採用 

（令和３年４月１日付） 定年 

退職 

高齢 

退職 

普通 

退職 
その他 合計 

10 0 4 0 14 19 

  

（３）再任用職員の任用状況 

   再任用に関する条例に基づき、定年退職者を再任用していますが、各年度の職員数、

年度内採用者数及び退職者数は次のとおりです。 

 令和２年度 令和３年度 

再任用職員数（４月１日現在） 16 18 

採用者数 
常時勤務 4 6 

短時間勤務 1 3 

退職者数 7 － 

（注）採用者数及び退職者数は、勤務形態（常勤・短時間）を変更した職員を含みます。 
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（４）年齢別職員数 

   職員の年齢別の総数は、次のとおりです。 

 

 

 

（５）級別職員数 

   職員の級別の総数は、次のとおりです。 

                       （令和３年４月１日現在） 

級 標準的な職務内容 
職員数

（人） 

構成比

（％） 

１ 主事又は技師の職務 90 24.9 

２ 主査又は副主任の職務 19(7) 5.3 

３ 主任主査又は主任の職務 103(7) 28.5 

４ 副主幹の職務 55 15.2 

５ 副課長、課長補佐、専門副参事、係長又は主幹の職務 65(2) 18.0 

６ 課長又は担当課長の職務 23(2) 6.4 

７ 副部長の職務 1 0.3 

８ 理事、技監、部長又は担当部長の職務 5 1.4 

合 計 361(18) 100.0 

 （注１）（ ）内は再任用職員であり、内数です。副主任は再任用短時間勤務職員、専

門副参事及び主任は再任用常時勤務職員です。 

 （注２）構成比は小数点以下第２位を四捨五入しているため、合計しても100にならな

い場合があります。 
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（６）昇任及び降任の状況 

   職員の昇任及び降任の総数は、次のとおりです。 

（令和３年４月１日実績） 

昇 任 

降 任 
理事・部長級 副部長級 課長級 

副課長・ 
課長補佐級 

係長級 

5 1 4 6 4 0 

 

（７）採用試験及び昇任試験の実施状況 

   ア 昨年度の職員採用試験の実施状況は、次のとおりです。 

 （令和２年度） 

区 分 申込者数 受験者数 最終合格者数 

採用試験 

Ⅰ種 

行政 243 120 5 

土木 18 9 1 

建築 4 4 2 

設備 33 12 4 

水質 43 25 3 

Ⅲ種 
建設 7 6 3 

設備 6 6 2 

最終合格者合計 20 

 

イ 昨年度の職員昇任試験等の実施状況は、次のとおりです。 

（令和２年度） 

区 分 申込者数 受験者数 合格者数 

昇任試験 係長級 0 0 0 
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２ 職員の人事評価の状況 

 

職員の勤務実績等について人事評価が行われ、昇任、昇格、昇給等の決定に活用して 

います。 

 《人事評価制度の概要》 

目的 

人事評価制度は、職員の能力、意欲及び実績に見合った適切な評価

を行い、この評価結果を能力開発や処遇に効果的に活用していくこ

とで、職員の能力や意欲を高め、もって組織力の向上を図り、企業

団が水道用水供給事業者としての使命を果たしていくことを目指

しています。 

評価方法 

「能力・意欲・実績」の３つの項目について、職責ごとの期待し求

められる水準に照らして「能力・意欲」項目は年１回、「実績」項

目は半期ごとの年２回絶対評価を行います。 

評価期間 １０月１日～翌年９月３０日 

対象者 全職員 

評価結果の活用 

評価結果は、給与（勤勉手当及び昇給）、人事上の処遇（昇任・昇

格、再任用職員の任期更新等）及び人材育成の基礎的データとして

活用しています。 

 

３ 職員の給与の状況 

 

（１）人件費の状況 

   令和２年度における人件費の状況は、次のとおりです。 

                              （令和２年度決算） 

総費用（Ａ） 人件費（Ｂ） 人件費率（Ｂ/Ａ） 

42,102,646千円 2,944,993円 6.99％ 

（注）人件費には、損益勘定支弁職員に支給する給料、手当（退職給付費を含む。）の他、

職員が加入している地方職員共済組合に事業主として支払う負担金等の法定福利費

を含みます。 
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（２）職員給与費の状況 

   令和２年度における給与費の状況は、次のとおりです。 

 （令和２年度決算） 

職員数 

（Ａ） 

給与費 一人あたり

給与費 

（Ｂ/Ａ） 
給料 

手当（期末勤勉

手当を除く。) 

期末・勤勉 

手当 

合計 

(Ｂ） 

348人 1,349,617千円 478,446千円 590,927千円 2,418,991千円 6,951千円 

（注１）給与費とは、職員（特別職、他団体併任職員及び会計年度パートタイム職員を除

く。）に支給する給与の総額をいい、人件費から退職給付費及び法定福利費を除い

たものです。 

（注２）この給与費は、損益勘定及び資本勘定の合計額です。 

 

（３）職員の給与の種類とその内容 

   職員に支給される給与は、基本給としての給料と扶養手当、通勤手当等の手当から 

  なっています。その種類と主な内容は、次のとおりです。 

毎月支給
されるも

の 

給料 職務に応じ給料表に定める額 

地域手当 民間賃金、物価、生計費等を考慮して支給される手当 

扶養手当 扶養親族のある職員に支給される手当 

住居手当 借家等に居住している職員に支給される手当 

通勤手当 電車、自家用車等により通勤する職員に支給される手当 

管理職手当 管理職の職責に応じ支給される手当 

勤務実績
に応じて
支給され
るもの 

時間外勤務手当 正規の勤務時間外に勤務したときに支給される手当 

特殊勤務手当 特殊な業務に従事したときに支給される手当 

その他 宿日直手当、管理職員特別勤務手当 

その他 

期末手当・ 
勤勉手当 

民間企業のボーナス等に相当する手当 

退職手当 退職したときに支給される一時金 

 

（４）職員の平均給料月額、平均給与月額、平均年齢の状況 

   職員の平均給料月額等は、次のとおりです。 

                              （令和３年４月現在） 

平均給料月額 平均給与月額 平均年齢 

325,017円 391,966円 42歳2月 

（注１）特別職、他団体併任職員、再任用短時間勤務職員、会計年度パートタイム職員、

育児休業取得者及び無給休職者は含みません。 

（注２）平均給与月額は、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、管理職手当、

住居手当の額を合計したものであり、勤務した実績に応じて支給される時間外勤

務手当等を除いています。 
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（５）初任給の状況 

   新卒者の初任給と採用２年経過後の給料月額は、次のとおりです。 

 （令和３年４月１日現在） 

区 分 初任給 採用後２年経過 

高校卒 154,900円 165,900円 

大学卒 188,700円 202,400円 

（注）初任給は学歴・職歴等により加算されます。また、上記金額は給与の基本給であり、

地域手当は含みません。 

 

（６）職員手当の状況 

   職員に原則として毎月支給される手当の状況は次のとおりです。 

 （令和３年４月現在） 

種類 内容 
支給実績 

(令和２年度) 

扶養手当 

配偶者 7,400円 

36,148千円 子 

配偶者の無い者の子のうち1人のみ 12,400円 

上記以外の子 10,200円 

満16歳の年度初めから満22歳の 

年度末までの子の加算 
5,900円 

父母等 7,000円 

地域手当 
給料、扶養手当、管理職手当の合計額に 

12.5％を乗じた額 
179,853千円 

住居手当 借家 

17,000円未満 100～9,400円 

25,308千円 

17,000円以上20,000

円未満 
17,300円 

20,000円以上30,000

円未満 
19,300円 

30,000円以上50,000

円未満 
21,800円 

50,000円以上 23,800円 

管理職手当 職階に応じた定額支給 35,272千円 

通勤手当 
交通機関利用 

定期券代等による一括支給 

（支給限度額 月額55,000円） 60,407千円 

交通用具使用 距離等に応じ、2,000～31,600円 
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（７）特殊勤務手当の状況 

   特殊な勤務に従事した場合に支給される手当の状況は、次のとおりです。 

 （令和３年４月現在） 

種類 支給対象職員 手当額 

危険手当 

別に定める薬品等を直接取扱う作業及び坑

内もしくは高所において行われる作業又は

調査に従事した職員 

日額  250円 

交替制勤務手当 

正規の勤務時間による勤務が深夜（午後10

時から翌日の午前5時まで）において行われ

る交替制勤務に従事した職員 

１回  950円 

支給実績（令和２年度） 4,617千円 

 

（８）時間外勤務手当の状況 

   時間外に勤務した場合に支給される手当の状況は、次のとおりです。            

 支給実績額 

令和２年度 100,490千円 

令和元年度 119,374千円 

 

（９）期末勤勉手当の状況 

   職員に支給される期末勤勉手当の状況は、次のとおりです。 

区分 支給率（令和元年度） 支給率（令和２年度） 

６月期 2.225月分（1.175） 2.250月分（1.175） 

１２月期 2.275月分（1.175） 2.200月分（1.175） 

計 4.5月分（2.35） 4.45月分（2.35） 

支給実績 591,846千円 590,927千円 

（注）（ ）内は、再任用職員の支給割合です。 
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（１０）退職手当の状況 

   職員が退職した場合に支給される手当の状況は、次のとおりです。 

 （令和３年３月３１日現在） 

区 分 普通退職 定年退職等 

勤続年数２０年 19.6695月分 24.586875月分 

勤続年数２５年 28.0395月分 33.27075月分 

勤続年数３５年 39.7575月分 47.709月分 

最高限度額 47.709月分 47.709月分 

定年前早期退職特例措置 なし 2～20％加算 

退職時特別昇給 なし なし 

支給実績（令和２年度） 8,403千円 226,302千円 

 

（１１）特別職の給料等 

   特別職の給料等は、次のとおりです。 

 （令和２年度） 

区分 給料・報酬（月額） 期末手当（年間支給率） 

企業長 800,000円 
3.35月分 

副企業長 700,000円 

議長 98,000円 

－ 
副議長 90,000円 

議員 81,000円 

監査委員 81,000円 

 

 

４ 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況 

 

（１）職員の勤務時間 

   職員の勤務時間は、８時３０分から１７時１５分までの１日７時間４５分、週３８時

間４５分です。１２時００分から１３時００分までの１時間は休憩時間です。 

交替制職員の勤務時間は、昼勤は８時３０分から１７時１５分まで、夜勤は１６時３

０分から翌９時００分までとなり、１週平均３８時間４５分です。 
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（２）時間外勤務の状況 

   職員の時間外勤務の状況は、次のとおりです。 

 総時間数 対象職員１人当たり月平均時間数 

令和２年度 35,223時間 9.6時間 

令和元年度 41,895時間  11.45時間 

 

（３）年次休暇の状況 

   職員には原則として１年に２０日の年次休暇が付与されます。 

 平均取得日数 

令和２年度 14.8日 

令和元年度 15.5日 

 

（４）年次休暇以外の休暇の状況 

   主な休暇の概要は、次のとおりです。 

 （令和２年度） 

種 類 休暇日数等 

療養休暇 
公務上の傷病の場合、療養に必要と認める期間 

私傷病の場合、９０日の範囲内で、療養に必要と認める期間 

生理休暇 ２日の範囲内で、その都度必要と認める期間 

出産休暇 原則として産前（８週）産後（８週）の必要と認める期間 

育児休暇 １日２回それぞれ４５分又は１日１回９０分 

忌引休暇 死亡した者に応じ、原則として１～１１日以内 

慶弔休暇 
結婚の場合、６日以内 

父母の祭日の場合、原則として１日 

ボランティア休暇 １年に５日以内 

夏季休暇 ６月１日から１０月３１日の期間内で５日以内 

子の看護休暇 

中学校就学の始期に達するまでの子につき、１年に５日（当該子

が１人であって、かつ小学校就学に達するまでの子の場合は年６

日、２人以上の場合は年１０日）以内 

育児参加休暇 妻の出産の産前８週及び産後８週の期間に５日以内 

短期介護休暇 １年に５日(要介護者が２人以上の場合は年１０日)以内 

介護休暇 
３回を超えず、かつ、通算して６月を超えない期間内で必要と認

める期間 

介護時間 
連続する３年の期間内において、１日につき２時間を超えない範

囲内で必要と認める時間 
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（５）育児短時間勤務の取得状況 

   職員が職務を完全に離れることなく育児を行うための育児短時間勤務の制度があ

り、子が小学校就学の始期に達するまでの請求した期間内で認められます。勤務形態は

次のいずれかとなります。 

 勤務日数 勤務時間数 

１ 週５日 １日につき３時間５５分（週１９時間３５分） 

２ 週５日 １日につき４時間５５分（週２４時間３５分） 

３ 週３日 １日につき７時間４５分（週２３時間１５分） 

４ 週３日 
週２日は１日につき７時間４５分 

週１日は１日につき３時間５５分（週１９時間２５分） 

  

（令和２年度） 

育児短時間勤務取得者数 

0 

 

 

５ 職員の休業に関する状況 

 

育児休業・部分休業の取得状況 

  職員が育児をするための休業制度があり、育児休業については子が３歳に達する日ま 

で、部分休業については子が小学校就学の始期に達する日までの請求した期間内で認ら 

れます。育児休業は１日単位で、部分休業は３０分単位（勤務時間の始め又は終わり１ 

日２時間以内）で取得できます。 

 

 （令和２年度） 

育児休業取得者数 部分休業取得者数 

1 4 
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６ 職員の分限及び懲戒処分の状況 

    

（１）分限処分の状況 

   分限処分は、一定の事由により職員が職務を十分に果たしえない場合に公務の能率 

  の維持及び適正な運営の確保を目的として行われます。 

 （令和２年度） 

処分内容 処分件数 

降任  0 

免職  0 

休職 23 

 

（２）懲戒処分の状況 

   懲戒処分は、職員の非違行為に対して科される制裁であり、職場秩序の維持及び回 

  復を目的として行われます。昨年度の状況は以下のとおりです。 

（令和２年度） 

処分内容 処分件数 

免職 0 

停職 0 

減給 0 

戒告 0 

 

 

７ 職員の服務の状況 

 

（１）職員の服務 

   職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、職務の遂行に当たっては、 

  全力を挙げてこれに専念しなければなりません。職員の服務については、具体的には 

  地方公務員法に定めがあり、法令等及び上司の職務上の命令に従う義務、信用失墜行 

  為の禁止、秘密を守る義務、職務に専念する義務、争議行為等の禁止、営利企業等の 

  従事制限などが規定されています。 

 

（２）職務専念義務の免除 

   職員は、その勤務時間中において、職務に専念する義務があります。ただし、法律 

  又は条例に特別の定めがある場合は、限定的にその免除が認められており、研修を受 

  ける場合、厚生に関する計画の実施に参加する場合、企業団の業務と密接な関係を有 

  する団体の事務に従事する場合などに認められます。 
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（３）営利企業等の従事許可の状況 

   職員は、職務専念義務を負うことから、営利企業等に従事する場合には、企業長の 

  許可を得る必要があります。許可は、営利企業等との間に特別の利害関係が生じるお 

  それがなく、職務遂行に支障がない場合その他法の精神に反しない場合に限定されて 

  います。令和２年度の許可件数は２件です。 

 

（４）服務規律の保持に関する取り組み状況 

   服務規律の遵守に関し、次のような取り組みを行っています。 

 

取組事項 内容 

服務研修の実施 
新規採用職員に対し、初任者研修の一環として服務に関する研

修を行い、公務員としての自覚と意識の確立を図っています。 

服務規程による関係業

者等との接触に当たっ

ての行為制限 

職員に対し、関係業者から金銭や物品等を受けること、関係業

者と会食や遊技をすることなどを禁止することにより、不祥事

防止の徹底を図っています。 

総務部長綱紀保持通知 

不祥事の防止及び虚礼・贈答の廃止等について、年末年始期間

中に全所属あて総務部長通知を行い、組織をあげてより一層厳

正な服務規律の保持に努めています。 

 

 

８ 職員の退職管理の状況 

 

営利企業等に再就職した元職員に対し、離職前５年間の職務に属する契約等事務に関し、

離職後２年間、職務上の行為をするように、又はしないように現職職員に働きかけることな

どを禁止しています。 

また、管理監督の地位にあった元職員が、離職後２年間、営利企業等に再就職した場合は、

離職した際の任命権者に再就職情報を届け出るよう義務付けています。 

 なお、令和２年度における再就職情報届出該当件数は、３件です。 
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９ 職員の研修の状況 

 

（１）研修の基本方針 

   以下の５項目を研修方針として定め、次代を担う職員の人材育成を行っています。 

  ① OJTの推進と技術継承の取組み強化 

  ② 基本的な業務遂行能力の確保 

  ③ 専門的な実務能力の向上 

  ④ 幅広い視野の醸成と課題対応力の強化 

  ⑤ 資格の取得支援 

 

（２）研修実績 

   職員の研修実績は、次のとおりです。 

 （令和２年度） 

研修区分 主な研修 
受講者数 

（延べ人数） 

企業団

研修 

階層別研修 
「新規採用職員研修」「人事評価者研修」 

「意識改革研修」等 
68 

専門研修 
「企業団研究発表会」「採用面接官研修」 

「危機管理に関する研修」等 
512 

自己啓発 
「職員提案型調査出張」「他団体研究発表会」 

「帰庁報告会」等 
33 

部課研修 

「危険物取扱者保安講習」「交通法令講習会」

「安全講話」「ＡＥＤ研修」「衛生講話」 

「メンタルヘルス研修会」「電気安全講習会」

等 

3,018 

派遣研修 

・市町村研修センター派遣 

（「マネジメント研修」「庁内講師養成研修」

等） 

・（公社）日本水道協会派遣 

（「全国水道研究発表会」「水道基礎講座」等） 

・国立保健医療科学院派遣 

（「水道工学研修」） 等 

32 
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１０ 職員の福祉及び利益の保護の状況 

 

（１）福利厚生関係の実施状況 

  ア 共済制度 

    職員の共済制度は、地方公務員等共済組合法によって具体的に定められています。 

   当企業団の職員は、神奈川県の地方職員共済組合に加入しており、傷病・出産・休 

   業・退職・障害・死亡等の場合に一定の給付を受けることができます。 

 

  イ 厚生制度 

    職員の福祉増進に寄与すると共に、勤労意欲の向上や職務能率の維持に資するも

のとして互助会を設立し、地方公務員法等で定める厚生事業の趣旨にそった事業を

行っています。 

会員数 406人（令和３年３月３１日現在） 

会員の負担割合 会員の給与月額の5/1000 

事業費 14,477千円（令和２年度決算額） 

事業概要 慶弔給付事業、レクリエーション事業、その他便宜供与 

 

（２）健康管理の実施状況 

 疾病の早期発見と職員の健康保持増進を目的として、常勤職員及び要件を満たす会 

計年度任用職員を対象に定期健康診断等を実施しています。 

 

ア 健康診断の実施状況 

    労働安全衛生法に従い、健康診断を定期的に実施しています。 

  （令和２年度） 

区分 受診者数（延べ人数） 

一般健康診断 402 

特殊健康診断 507 

 

イ 健康相談等 

    健康診断受診後は産業医による健康相談や保健指導を実施しています。 

  （令和２年度） 

区分 相談者数（延べ人数） 

健康相談・保健指導 284 

 

ウ ストレスチェックの実施状況 

    労働安全衛生法の改正により、平成２８年度から毎年１回実施しています。 
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（令和２年度） 

 受検者数（延べ人数） 

ストレスチェック 345 

 

（３）公務災害等認定件数 

   公務上・通勤途上の災害に被災した職員に対しては、地方公務員災害補償法等に基づ 

  き、療養補償、休業補償、障害補償等の各種補償が行われます。 

  （令和２年度） 

区分 件数 

公務（労働）災害 0 

通勤災害 0 

 

１１ 特定事業主行動計画に基づく措置の実施状況について 

 

神奈川県内広域水道企業団では、次世代育成支援対策推進法及び女性の職業生活におけ

る活躍の推進に関する法律に基づき、特定事業主行動計画として「次世代育成支援プログラ

ム」及び「女性活躍推進プラン」を策定し、子育て支援と女性活躍等の取組みを推進してき

ました。 

このたび、それぞれの計画期間が令和３年３月をもって満了することから、新たに計画を

策定するにあたり、従来の計画の取組状況を踏まえて各種取組をより効果的に推進するた

め、個別に策定していた計画を統合し、令和3年4月をもって「次世代育成支援・女性活躍推

進プラン」として策定することとしました。全ての職員が性別にかかわりなく仕事と家庭を

両立し、活躍できる環境をさらに整備するとともに、一人ひとりの意欲・能力が今まで以上

に十分に発揮できるように取組を推進していきます。 

 

（１）推進に向けた取り組み 

   令和２年度の主な取り組みは以下のとおりです。 

 

ア 時間外勤務の縮減（ワーク・ライフ・バランスの実現に向けて） 

平成２９年度に宣言した「働き方見直し宣言」に基づき、毎週水・金曜日及び給与支

給日を定時退庁日（ノー残業デー）として職員の定時退庁を推進しました。 

 

イ 休暇の取得促進 

  各所属長が職場内の会議等を通じて、年次休暇や特別休暇の取得について啓発し、 

職員が休暇を取得しやすい職場環境づくりに努めました。 
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（２）取得実績等 

令和２年度の実績は以下の通りです。 

 

ア 新規採用者の女性割合（令和３年４月１日採用） 

試験区分 男性 女性 合計 
女性割合 

（％） 

行政 2 3 5 60.0 

水質 0 3 3 100.0 

土木、建築 

及び設備職 
8 3 11 27.3 

合計 10 9 19 47.4 

 

イ 採用試験受験者に占める女性の割合（令和２年度） 

  計画目標：50％ 

試験区分 男性 女性 合計 
女性割合 

（％） 

行政 81 39 120 32.5％ 

水質 16 9 25 36.0％ 

土木、建築 

及び設備職 
30 8 38 21.1% 

合計 127 56 183 30.6％ 

 

ウ 職員の女性割合（令和３年４月１日時点）       

職種 男性 女性 合計 
女性割合 

（％） 

事務職 62 19 81 23.5 

技術職 251 26 277 9.4 

合計 313 45 358 12.6 

（注）特別職、併任職員、臨時的任用職員及び会計年度任用職員は除き再任用職員を含む。 

 

エ 管理職員の女性割合（令和３年４月１日時点）     

職位 男性 女性 合計 
女性割合 

（％） 

副課長級 17 0 17 0.0 

課長級以上 27 2 29 6.9 

合計 44 2 46 4.3 
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オ 時間外勤務時間数（月平均） 

  計画目標：令和元年度数値（11.4）より 10％減 

 令和２年度 

平均時間数（ｈ） 9.6 

 

カ 年間 360時間を超える時間外勤務者数 

  計画目標：0 

 令和２年度 

勤務者数 5 

 

キ 職員一人当たりの年次休暇の取得状況 

  計画目標：20日 

 令和２年度 

平均取得日数 14.8 

 

ク 育児休業取得率注３ 

  計画目標：男性 30％ 女性 100％ 

    
令和２年度 

取得対象者注１ 新規取得者注２ 取得率（％） 

男性 5 1 20.0 

女性 0 0 - 

※注１ 「取得対象者」とは、当該年度中に新たに育児休業が取得可能となった人数 

  ２ 「新規取得者」とは、当該年度中に新たに育児休業を取得した人数 

  ３ 「育児休業取得率」とは、「取得対象者（当該年度中に新たに育児休業が取得可能

となった人数）」に対する「新規取得者」の割合 

 

ケ 男性の育児休業等の平均取得日数 

  計画目標：１ヶ月以上 

 

育児休業等(令和２年度) 

合計 特別休暇（妻の

出産休暇） 
育児参加休暇 育児休業 

延べ取得日数 9 12.5 365 386.5 

延べ取得者数 3 3 1 5注 
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平均取得日数 3 4.2 365 77.3（2.6ヶ月） 

※注 育児休業等いずれかの制度のうち、一つ以上利用した人数の合計（二つ 

以上重複して利用した場合は一人として計上する） 

 

コ 子の看護休暇の取得状況 

 
令和２年度 

取得者数 平均取得日数 

男性 16 1.8 

女性  7 2.4 

 

サ 介護を理由とする離職者の件数 

   計画目標：0 

 令和２年度 

件数 0 

 


